一般募金助成金算定基準
　一般募金助成金は、次に定めるところにより算定する。

１　広域的な事業に対する助成
　　助成要望者の予算と助成要望の事業内容を審査して助成対象事業費を算出し、原則として次の基準に基づいて助成額を算定する。
　(１)　施設、団体等の事業に対する助成　：事業費の７５％以内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、経営基盤が零細な団体等（小規模作業所、ＮＰＯ、ボランティア団体等）に対する助成であって、配分委員会が特に必要と認める場合は、事業費の９０％以内とする。
　(２)　車両（新車）の購入に対する助成　：車両本体価格の５０％以内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、経営基盤が零細な団体等（小規模作業所、ＮＰＯ、ボランティア団体等）に対する助成であって、配分委員会が特に必要と認める場合は、車両本体価格の７５％以内とする。
　(３)　備品の購入に対する助成　　　　　：７５％以内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、経営基盤が零細な団体等（小規模作業所、ＮＰＯ、ボランティア団体等）に対する助成であって、配分委員会が特に必要と認める場合（５０万円未満の備品を購入する場合に限る。）は、９０％以内（３７万５千円を上限とする。）とする。
　(４)　全国大会等の開催経費に対する助成：３０万円以内
　(５)　一施設及び一団体への助成金額の上限は、１５０万円とする。

２　広域的な事業等に対する助成（以下「Ａ助成」という。）の限度額
　　Ａ助成は、広域的な事業、災害等準備金積立金及び管理運営費に対する助成とし、災害等準備金及び管理運営費は、目標額の割当額を基礎として助成金額を定める。
広域的な事業に対する助成金額は、募金実績額から災害等準備金及び管理運営費に対する助成金額を差し引いた額に１００分の２１．０を乗じて得た額（４の項において「広域限度額」という。）を限度とする。

３　市町村社会福祉協議会等地域的な事業に対する助成（以下「Ｂ助成」という。」）の限度額等
　　Ｂ助成は、事業計画（助成要望）及び予算書等を基礎として、算定する。ただし、募金実績額からＡ助成の額を差し引いた額を限度とする。
　　地域的な事業に対する助成額は、市町村共同募金委員会が定める基準に基づいて算定する。

４　地域力増進枠の設定による特別助成
　　地域の福祉に具体的な変化をもたらす事業の推進を図るため、当分の間、地域力増進枠を設定し、別に定めるところにより、特別助成を行う。
　　地域力増進枠による特別助成は、２の項に規定する広域的な事業に対する助成金額のうちから必要な金額を充当して行うものとし、当該特別助成の助成金額は、同項に規定する広域限度額に１００分の２０を乗じて得た額を限度とする。

５　募金実績額等によりこの基準により難い場合は、配分委員会の意見を聴いて会長が別に定めることができる。

附　則
この算定基準は、平成１４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この算定基準は、平成１５年４月１日から施行する。
　附　則
[bookmark: _Hlk506296330]この算定基準は、平成２３年４月１日から施行する。
　　附　則
この算定基準は、平成３０年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この算定基準は、平成３０年１０月１日から施行する。
　　　附　則（令和６年３月１２日）
　この算定基準は、令和６年４月１日から施行する。
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